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１．身体的拘束等適正化のための指針 

   身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活

を阻むものである。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正

当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向

けた意識をもち、身体拘束をしない療育の実施に努めます。 

 

 

（１）身体拘束等適正化のための基本方針 

    サービスの提供にあたっては、サービス対象者又は他のサービス対象者の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、行動制限その他利用

者の行動を制限する行為を行いません。 

 

 

（２）根拠となる法律 

   児童虐待防止法（児童虐待の防止等に関する法律） 

 

 

（３）児童虐待防止法（児童虐待の防止等に関する法律） 

個々の心身の状況を勘案し、障がいの特性を理解した上で身体拘束を行わな

い療育の提供をすることが原則である。例外的に以下の３要件を全て満たす状

態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。 

 

 

（４）緊急・やむを得ない場合の三原則 

 

① 切 迫 性 : 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさ

らされる可能性が著しく高いこと。 

② 非代替性 : 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法が

ないこと 

③ 一 時 性 : 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 

 

 

※身体拘束を行う場合には、以上の三つの要件を満たすことが必要です。 

 

 



２． 身体拘束禁止の対象となる具体的な行為 

 

(1) 車いすやベット等に縛り付ける。 

(2) 手指の機能を制限するためにミトン型の手袋を付ける。 

(3) 行動を制限するために介護衣（つなぎ服）を着せる。 

(4) 支援者が自分の身体で利用者を押さえつけて行動を制限する。 

(5) 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

(6) 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

 

３. 身体的拘束等適正化のための職員研修に関する基本方針 

処遇に携わる全ての職員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を

図り、職員教育を行います。 

(1)  定期的な教育・研修の実施 

(2)  新任者に対する身体的拘束廃止のための研修の実施 

(3)  その他必要な教育・研修の実施 

４. 身体的拘束発生時の報告▪対応に関する基本方針 

本人又はほかの利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急や

むを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施しま

す。 

 

（１）委員会の実施 

やむを得ず身体拘束を行う時は、委員会を開催し、１．切迫性 2．非代替性 3．一時性

の３要件の全てを満たしているかどうかについて評価、確認する。また、当該利用者の

家族等と連絡をとり、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議

する。上記３要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の

心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う

判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確認す

る。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。 

 

（２）利用者本人や家族等に対しての説明 

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた

取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画

書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得る。また、身

体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と



締結した内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施す

る。 

 

（３）記録 

記録専用の様式を用いて、その態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理

由などを記録し共有するとともに、身体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性

や方法の必要性や方法を遂次検討する。また、実施した身体的拘束の事例や分析結

果について、処遇職員に周知する。なお、身体的拘束検討・実施等に係る記録は５

年間保存する。 

 

（４）拘束の解除 

(3)の記録と再検討の結果、身体的拘束の３要件に該当しなくなった場合は、直ち

に身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告します。 

 

５． 身体的拘束適正化に向けた各職種の責務及び役割 

身体的拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行

うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応します。 

 

６． その他の身体的拘束等適正化推進のための必要な基本方針 

身体的拘束等をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関

わる職員全体で以下の点に十分に議論して共通認識を持つ必要があります。 

▪ 他の利用者への影響を考えて、安易に身体的拘束を実施していないか 

▪ サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束等を必要と判

断しているか（別の対策や手段はないのか） 

 

７．利用者に対する指針の閲覧 

  本指針は、利用者・家族などに身体拘束等の適正化への理解と協力を得るために、 

 施設内掲示及び市ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。 

 

 

 

附則 

   本指針は、令和４年４月１日から施行する。 

  



 

拘束開始・

解除予定 
検討月日時 

日々の心身の状態等の 

観察・再検討結果 
カンファレンス参加者名 

記録者

サイン 

00 : 00 

から 

12 : 00 

まで 

0000.01.01    

     

     

     

     

     

     

 

  

緊急時やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録  



身体拘束に関する同意書 

様 

 

あなたの状態が下記に記した①・②・③をすべて満たしているため、緊急やむを得ず、下

記の方法・時間において最小限の身体拘束を行います。ただし、身体拘束を解除すること

を目標に鋭意検討を行うことをお約束いたします。 

 

① 切 迫 性：利用者本人又は、他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が 

     著しく高い 

② 非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護、監護方法がない 

③ 一 時 性：身体拘束その他の行動制限が一時的である 

 

個別の状況による 

拘束の必要な理由 

 

身体拘束の方法 

(場所、行為(部位・内容)) 

 

拘束の時間帯及び時間  

特記すべき心身の状況  

拘束開始及び解除の予定 年   月   日  時から 

年   月   日  時まで 

上記の通り実施いたします。 

 

         年  月  日 

                            大洲愛育ホーム 

 

    記録者氏名 

 

上記の件について説明を受け、同意いたしました。 

年  月  日        （児童氏名） 

                   (保護者氏名)： 印 

 

 

 

 



身体拘束適正化検討委員会名簿 

委員長 事業所責任者 園長 

副委員長 事業所児童発達支援管理責任者 

委員 担当保育士 

委員 苦情受付担当者 

委員 社会福祉課大洲愛育ホーム担当者 

委員 大洲市障がい者基幹相談支援センター担当者 

  

  

  

  

※虐待防止委員会と一体化  

  

 


